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１ 組織の概要 

事業所名及び代表者氏名 
林工業株式会社 
代表取締役社長 林 裕介 
 

 所在地 
  本社・工場 ： 静岡県御殿場市神場 2 丁目 24 番地 
 
 環境管理責任者氏名及び担当者連絡先 
  環境管理責任者 総務部専務取締役 ：林 亮介 
                    TEL：0550-80-3222 FAX：0550-80-3211 
                    Email：ryousuke@hayashi-kg.co.jp 
  担当者     総務部      ：長田 美実 
                    TEL：0550-80-3222 FAX：0550-80-3211 
                    Email：order@hayashi-kg.co.jp 
 

事業の概要 
 自動車機能部品の精密板金プレス加工 
 金型設計、開発 
 
事業の規模 

 
 売上高 14 億円/2021 年度 
従業員数 63 名 
敷地面積 7,607 ㎡ 

 
対象範囲 
 全組織・全活動 

 
レポートの対象期間及び発効日 
 環境経営レポートの対象期間（令和 4 年 4 月 1 日～令和 4 年 7 月 31 日） 
 環境経営レポートの発効日（令和 4 年 8 月 31 日） 
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2 環境経営方針 

林工業株式会社 環境方針 
 

＜環境理念＞ 

 
林工業株式会社（以下当社）は、精密板金プレスを主軸とした「ものづくり」の会社であ

り、そのあらゆる事業活動において地球環境保全に貢献する為、環境マネージメントシステ

ムを構築し、“自然への配慮と、環境にやさしいものづくり”をスローガンに、社会と共に発

展する為、次の事項を推進します。 
 

＜基本方針＞ 

 当社は環境理念に基づき、以下の基本方針を定め、継続的環境経営を展開します。 
 

1．二酸化炭素排出量、廃棄物排出量、総排水量等の削減に努めます 
１）電気、軽油、ガソリン等の使用量削減に努めます 
２）3R 活動の展開による廃棄物の削減に努めます 
３）節水活動による水使用量の削減に努めます 
４）化学物質の適正使用に努めます 

2．環境関連法規制等の遵守 
環境関連法規制を遵守します 

3．環境に配慮した製造活動 
環境に配慮した板金製品作りを推進します 

4．環境経営の継続的改善 
環境に配慮した製造活動を中心に環境経営の継続的改善を行います 

5．従業員への周知徹底 
全従業員に当社の基本理念・環境方針が積極的に実践できるように教育を行い 
全従業員に配布し周知します。 
 

制定年月日 令和 4 年 4 月 1 日（初版） 
林工業株式会社 代表取締役社長 林 裕介
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3 実 施 体 制 

 
役割・責任・権限 

代表取締役社長 環境における課題のチャンスの明確化 
環境経営方針の策定・見直し及び全従業員への周知 
環境システムの実施及び管理に必要な設備、費用、時間、人を用意 
環境管理責任者を任命 
マネジメントレビューによる全体の評価と見直し、指示 

環境管理責任者 環境経営システムの構築、運用する（代表から EA21 の権限を委任） 
実施体制の構築（組織図及び役割・責任・権限） 
環境経営目標・環境経営計画書/実施表の作成 
環境経営レポート作成 
環境上の緊急事態への準備・対応 

EA21 事務局 環境負荷データ等の集計 
環境目標・環境活動計画の遂行管理 
「環境負荷」及び「環境への取組」の自己チェック実施 
環境管理責任者へ取組状況の報告 
法規制の遵守状況チェック 
文書・記録の保管 

各部門長 環境活動におけるチェックリストの記録・運用管理 
実績上の問題点の是正･予防処置実施 

全従業員 環境方針の理解と環境への取組みの重要性を自覚 
EA21 で決められたことを守り、各自の役割を実施 

代表取締役社長

林 裕介

生産技術部

部長

品質管理部

部長

第一製造部

部長

第二製造部

部長

生産管理部

部長

EA21事務局
総務部 長田

生産管理部 勝呂

環境管理責任者

林 亮介

エコアクション 21組織図 
作成日：2022 年 4 月 1 日 
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4 環 境 経 営 目 標 

1.令和 4 年及び運用期間（令和 4 年 4 月～令和 4 年 7 月）の環境目標 

項目 単位 

基準期間 運用期間 

令和 3 年 4 月～ 

令和 3 年 7 月 
令和 4 年 4 月～令和 4 年 7 月 

基準値 目標削減率 目標値 

二酸化炭素排出量 kg-CO2 248,449,91  -2％ 243,480.91 

  電力 kWh  557,761.00  -2％  546,605.78 

  ガソリン L  1,215.90  -1％ 1,203.74  

内訳 軽油 L 180.00  -1％ 178.20  

  灯油 L 0   -1％ 0  

  プロパンガス kg 1,057.77   -1％ 1,047.19  

  産業廃棄物 kg 9,360.00  -1％ 9,266.40  

産業物排出量 
産業廃棄物 

（有価物） 
kg 0   -1％ 0  

  一般廃棄物 kg 0   -1％ 0  

水使用量   ㎥ 914.00   -1％ 904.86  

化学物質使用量 Kg 202.50   -1％  200.48 

顧客からのクレーム 件 0  -  0 

＜備考＞ 
 1.「購入電力」の二酸化炭素排出係数は、東京電力エナジーパートナー電力調整後排出係数 2021 年度の「0.452kg-CO2/kWh」を使用した。 

 
2． 短期・中期の環境目標 

 環境目標は、令和 3 年度を基準年とした基準年比で示す。 

項目 単位 
基準期間 削減率等 

令和 3 年度 令和 5

年度 

令和 6 年

度 

令和 7 年

度 二酸化炭素排出量 Kg-CO2 739,553.03 -2%  -3% -4% 

  電力 kWh  1,545,194.00 -2%  -3% -4% 

  ガソリン L  4,265.74 -1%  -2% -3% 

内訳 軽油 L  540.00 -1%  -2% -3% 

  灯油 L 0 -  - - 

  プロパンガス kg 3202.29  -1%  -1% -1% 

  産業廃棄物 kg 248,800 -1%  -2% -3% 

産業物 
排出量 

産業廃棄物 
（有価物） kg  - -  - - 

  一般廃棄物 kg  - - - - 

水使用量   ㎥  2,539.00 -1%  -2% -3% 

化学物質使用量 Kg 486.00 -1%  -2% -3% 

顧客からのクレーム 件 0  0  0 0 

＜備考＞ 
1.「購入電力」の二酸化炭素排出係数は、東京電力エナジーパートナー電力調整後排出係数 2021 年度の「0.452kg-CO2/kWh」を使用した。 
2．太陽光発電により令和 3 年度は 132,084kWh を自己発電している。 
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5 環境経営計画・取組み結果と評価、次年度の計画 

評価 ○経営計画は概ね実施できた。 △実施したがまだ不十分。 ×計画通り実施できなかった。 

（運用期間：2022 年 4 月～2022 年 7 月） 

環境経営計画 取組結果 責任者 評価 
取り組み計画 

コメント 
4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

二

酸

化

炭

素

の

削

減 

エ
コ
ド
ラ
イ
ブ 

A 不必要なアイドリングの禁止 

更に推進。 

  

  

中村 

  

  

○  

継続して実施する。 

B 不要な荷物を積まない ○  

C 急発進・急加速の禁止 ○  

D 早めにシフトアップ ○  

E 低冷房運転の励行 ○  

F WEB 会議の推進  更に推進。 勝呂 ○  

空
調
等 

A エアコンの設定温度を夏季 26℃、冬季 20℃に設定  更に推進。 長田 ○  改善の余地有り 

B クールビズ、ウォームビズの実施  更に推進。 長田 △  継続して実施する。 

C 空調フィルターの定期清掃（長期連休前 3 回/年）  実施されている。 勝呂 ○  継続して実施する。 

D エアコン室外機の省エネ改善  実施できなかった。 勝呂 × 安全性の確保すること 再検討 

E 窓の遮熱フィルム貼り付け  実施されている。 長田 ○  継続して検討する。 

工
場
・
事
務
所 

A 高効率照明の採用 
（LED、HF 蛍光灯、高効率水銀灯） 

 実施されている。 長田 ○  継続して実施する。 

B 製造工程の見直し  実施されている。 杉本 ○  継続して実施する。 

C 設備毎エアー漏れチェック  更に推進。 杉本 ○  継続して実施する。 

D 照明箇所の省力化  更に推進。 長田 △  継続して実施する。 

E 照明電源スイッチごとの役割明示  更に推進。 長田 △  継続して実施する。 

F 節電シールの貼り付け  更に推進。 長田 ○  継続して実施する。 

G 未使用設備の電源オフ  実施されている。 杉本 ○  継続して実施する。 

廃棄物の削減 

A コピー用紙の両面使用  更に推進 長田 △  継続して実施する。 

B 帳票類電子化推進によるゴミの削減  2025 年完了予定 勝呂 ○  継続して実施する。 

リサイクル 
の推進 

A 緩衝材のリサイクル  更に推進。 勝呂 △  継続して実施する。 

化学物質 

A 使用化学物質の SDS 入手  実施されている。 長田 ○  継続して実施する。 

B 購入量・使用量の把握  更に推進。 長田 ○  継続して実施する。 

C 使用量削減の検討  更に推進。 長田 ○  継続して実施する。 

D 購入・保管・使用・廃棄段階の適正管理方法の検討  更に推進。 長田 ○  継続して実施する。 

  
総評：初年度に計画した項目は概ね実施できている。継続的な効果が見込まれる項目は来期も実施すること。 
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5 環境経営計画・取組み結果と評価 

 
運用期間（令和４年４月～令和４年 7 月）の環境目標の実績 

 
前年同期実績をベースに、運用期間（令和 4 年～令和 4 年 7 月）の実績・評価を以下に示す。 

 

項目 単位 

基準期間 運用期間 

令和 3 年 4 月～ 

令和 3 年 7 月 
令和 4 年 4 月～令和 4 年 7 月 

基準値 目標削減率 目標値 実績値 評価 

二酸化炭素排出量 kg-CO2 248,449.91  -2％ 243,480.91 173,840.85 ○ 

  電力 kWh 557,761.00  -2％  546,605.78 435,582.00 ○ 

  ガソリン L  1,215.90  -1％ 1,203.74  1493.90 × 

内訳 軽油 L 180.00  -1％ 178.20  165.00 ○ 

  灯油 L 0   -1％ 0  0 ○ 

  プロパンガス kg 1,057.77   -1％ 1,047.19  1,185.90 × 

  産業廃棄物 kg 9,360.00  -1％ 9,266.40  9,750.00 × 

産業物排出

量 

産業廃棄物 

（有価物） 
kg 0 - 0 400 - 

  一般廃棄物 kg 0 - 0 0 - 

水使用量   ㎥ 914.00   -1％ 904.86  721.00 ○ 

化学物質使用量 Kg 202.50   -1％  200.48 135.00 ○ 

顧客からのクレーム 件 0  -  0 0 0 

＜備考＞ 
産業廃棄物の再資源化率は、令和 3 年は 98%、令和 4 年は 97%となる。 

 
 

未達成項目の原因と是正  

ガソリン 
原因 出張の機会や、営業活動の増加による 
是正 顧客との WEB 会議の推進 

プロパンガス 
原因 溶接加工製品の増産による 
是正 製品品質に関わるため困難 

産業廃棄物 
原因 増産による生産活動の活発化 
是正 梱包副資材のリサイクル活動の実施 
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6 当 社 の 取 組 み 

 
 
 

工場・事務所 LED照明へ切り替え 太陽光発電の導入 

エコドライブの呼びかけ 節電の呼びかけ 

自動水栓 の導入 
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7 環境関連法規等の遵守状況の確認及び評価の結果並びに違反、訴訟の有無 

1.環境関連法規等の遵守状況 
 当社に適用される環境関連法規等の遵守状況を確認した結果、違反や指摘、訴訟はありませんでした。 

評価日 令和 4 年 7 月 29日 評価者 環境管理責任者 林 亮介 
 

条項 遵守事項または規制基準 当社の適用及び対応 遵守結果 

義務 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
法令・条例 
  

騒音規制法 

第 5条 規制基準値の遵守 騒音の測定（市及び自主検査） ○ 

第 6条 特定施設の届出 金属加工機械(液圧プレス） ○ 

第 8条 特定施設の数等の変更の届出 変更無し 該当なし 

振動規制法 

第 5条 規制基準値の遵守  
○ 

第 6条 特定施設の届出 金属加工機械(液圧プレス） ○ 

第 8条 特定施設の変更等の届出 届出内容の変更無し 該当なし 

浄化槽法 

第 10条 浄化槽の保守点検及び清掃の実施 保守点検及び定期清掃の実施 ○ 

第 5条 浄化槽の使用開始報告書の提出 使用開始から 30日以内に県知事へ提出 ○ 

第 7条 設置後の水質検査の実施 設置 3ヶ月経過した日から 5 か月の間 ○ 

第 11条 指定検査機関による水質に関する検査の実施 法定検査の実施（１回／年） ○ 

廃棄物処理法 
（廃棄物の処理及び清掃に

関する法律）  全ての排

出事業者 

第 6条の 2第 6項 市町のルールに従った分別と搬出及び業者委託 業者委託時は許可証確認（契約書作成が望ましい） ○ 

第 12条第 2項 廃棄物の悪臭・飛散・地下浸透防止 保管場所での環境被害防止 ○ 

第 12条第 2項 産業廃棄物保管場所への掲示板の設置 掲示板設置（60ｃｍ×60ｃｍ以上の大きさ） ○ 

第 12条第 5項 産業廃棄物運搬業者並びに処分業者との委託契約 契約書の締結及び保存 ○ 

第 12条第 9、10項 産業廃棄物多量排出事業者の処理計画及び実施状況報告 
6 月 30日までに許可権者に報告（前年度発生量が千トン超

のとき） 
該当なし 

第 12条の 3第 1項 マニフェストの交付 Ａ票（委託時、電子マニは３日以内） ○ 

第 12条の 3第 2､6項 マニフェストの保管 Ａ票～Ｅ票：５年間 ○ 

第 12条の 3第 6項 マニフェストの期間内返却の確認 Ｂ２及びＤ票：９０日以内、Ｅ票：１８０日以内 ○ 

第 12条の 3第 7項 産業廃棄物管理票交付等状況報告 6 月 30日までに許可権者に報告（電子マニ分は猶予） ○ 

第 12条の 3第 8項 産業廃棄物管理票の期間内未返却時の許可権者への報告 返却期間終了後 30日以内に許可権者に報告 該当なし 

静岡県産業廃棄物の適正な

処理に関する条例 

第 8条 産業廃棄物管理責任者の設置 資格は問わない ○ 

第 10条 実地確認の実施と記録保存 
処分委託先の年１回の実地確認と記録作成５年間保存（委

託先が優良認定業者であるときは免除） 
○ 

消防法 

第 9条の 4 少量危険物 及び指定可燃物の貯蔵及び取扱基準  
・市町村条例で定める 
・指定可燃物：紙屑、プラスチック類等 

○ 

第 11条 指定数量以上の危険物保管の届出 指定数量以上の危険物の保管の消防署への届出 ○ 

第 13条 危険物の取扱作業に関して保安の監督 危険物取扱者の設置 ○ 

家電リサイクル法（特定家

庭用機器再商品化法） 
第 6条 

特定家庭用機器廃棄物の収集・運搬をする者等への適切な引

き渡し、料金の支払 
指定家電廃棄時のサイクル料金の支払 該当なし 

自動車リサイクル法（使用

済自動車の再資源化等に関

する法律） 

第 8条 使用済自動車の引渡義務  

該当なし 
第 73条 使用済自動車の引き取り業者への引き渡し リサイクル料金の支払（廃車時） 

省エネ法（エネルギーの使

用の合理化に関する法律） 
第 4条 

エネルギー使用量の合計が１，５００kl／年以上の事業者は

届出 
エネルギー使用量（原油換算地）の把握 該当なし 

地球温暖化対策推進法 第 25条 温室効果ガス算定排出量の報告 温室効果ガスの把握 該当なし 

フロン排出抑制法（フロン

類の使用の合理化及び管理

の適正化に関する法律） 

第 16条 

冷凍空調機器：全ての第一種特定機器が対象 
①自身での「簡易点検(３ヶ月に１回以上)」実施 
圧縮機電動機定格出力に応じ有資格者による「定期点検」 
②空調機（50kW以上）１年に１回以上 
③空調機（7.5kW～50kW 未満）３年に１回以上 
④冷凍冷蔵機器（7.5kW以上）１年に１回以上 

①企業・法人の管理者が確認 
②、③、④ 
 有資格者による定期点検実施 

○ 

第 41条 第 1種特定製品廃棄等実施者の引渡義務 
製品管理者のフロン類回収業者へのフロン類の引き渡し義

務 
該当なし 

その他 
RoHS 指 名 / リ ー チ

（REACH)規制 
 RoHS指名/リーチ適合材料の使用及び適合 製品の納入 

納入先からの依頼に対して非含有証明書の発行、調査結果

の報告 
○ 

静岡県条例 
静岡県生活環境の保全等に

関する条例 

第 52条 騒音基準の遵守義務  
○ 

第 53条 騒音特定施設の届出 空気圧縮機（原動機の定格出力が 3.75kw) ○ 

第 55条 騒音特定施設変更の届出  
該当なし 

第 79条 振動基準の遵守義務  
○ 

第 80条 振動特定施設の届出 金属加工機械(液圧プレス） ○ 

第 82条 振動特定施設の変更等の届出  
該当なし 

責務・努力 法令 
リサイクル法（資源の有効な利用

の促進に関する法律） 
第 4条 指定再資源化製品のリサイクル（適正廃棄） パソコン、小型二次電池等の廃棄時 該当なし 
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8 代表者による全体の評価と見直し・指示 

 

今年度の目標である環境保全に配慮した二酸化炭素排出量、水使用量の 2 項目の削減につい

ては、計画を達成できています。太陽光発電の導入効果が大きく反映されました。ガソリン使

用料の削減、産業廃棄物、プロパンガス使用量の削減については達成出来ませんでした。ガソ

リンについては、新型コロナウイルス感染防止のため、打合せ等に公共交通機関の利用を制限

して社用車の利用を推進したこと、産業廃棄物については業務量・生産数が大きく増えたこと

もあり、やむを得ないと思われますが、梱包仕様を変更するなど、廃棄物削減に向けて検討を

進めてください。 今後も新型コロナウイルス感染防止に努めるとともに、社員一人ひとりが二

酸化炭素排出量の削減等の達成に向けて行動してください。  
 

2022 年 7 月 29 日  林工業株式会社 代表取締役  林 裕介 

全
体
評
価 

項目 評価の内容 

環境への取組は適切に実施され

ているか 

取組計画に対しては概ね推進出来ていますが、一部は再検

討を行い、来期の改善に向けて施策を立ててください。 

環境経営システムが有効に機能

しているか 
システムについても問題なく有効に機能しています。 

見
直
し
・
指
示 

対象 変更の有無 見直しの内容・指示 

環境経営方針 □有/■無 特になし。 

環境経営目標 

環境経営計画 
□有/■無 

コロナ感染防止対策を図った上で環境保全活動を進めてく

ださい。 

実施体制 □有/■無 特になし。 


